
「住宅だより」広告募集要領 

 

（趣旨）  

第１ この要領は、市営住宅及び定住促進住宅（以下「市営住宅等」という。）の入居者に配布

している「住宅だより」への広告掲載の募集に関して、名古屋市広告掲載要綱（平成 19 年 6

月 1 日施行。以下「市要綱」という。）、住宅都市局広告掲載要綱（平成 20 年 3月 1 日施行。

以下「局要綱」という。）及び住宅都市局広告掲載基準（以下「基準」という。）に定める事

項のほか、広告募集に関し必要な事項を定めるものである。  

 

（広告媒体）  

第２ 広告掲載を募集する広報媒体「住宅だより」は、名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課（以

下「住宅管理課」という。）及び名古屋市住宅供給公社管理部管理課が、市営住宅等の入居者

に市営住宅等に関する情報の提供や管理方針を周知するなど入居者サービスの向上を図ると

ともに市営住宅等の適正な管理に資するために製作・配布するもので、その概要は下表のとお

りとする。 

(1)名称  住宅だより 令和８年６月号  

(2)規格  市営・定住 Ａ４版、４～６ページ、２色カラー印刷（色紙を使用）  

(3)発行部数 市営・定住 ５５，７００部 

(4)発行時期  令和８年６月中旬  

(5)配布時期  令和８年６月中旬  

(6)配布エリア  名古屋市営住宅・定住促進住宅の入居者  

(7)配布方法  配布対象に各戸配布  

(8)内容  市営住宅等に関する情報の提供、管理方針周知等  

(9)発行元  名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課 

名古屋市住宅供給公社管理部管理課 

 

（掲載広告）  

第３ 「住宅だより」の紙面中に掲載する広告の概要は下表のとおりとする。 

(1)掲載面・位置  裏表紙・下段  

(2)広告スペース  Ａ４・１／８（天地 65mm、左右 90mm）  

(3)広告枠数  ２枠  

(4)色数  １色カラー  

(5)広告掲載料  Ａ４・１／８（天地 65mm、左右 90mm）金３０，６３５円（税込み）以上  

(6)備考 ２枠つなげての掲載の広告掲載料は 

Ａ４・１／４（天地 65mm、左右 180mm）金６１，２７０円（税込み）以上 

 

（募集広告） 

第４ 「住宅だより」紙面中に掲載する広告を２枠分（Ａ４・１／８（天地 65mm、左右 90mm）

×２）募集する。ただし、応募者が１社のみで、その応募者が２枠つなげての掲載を希望する

場合は、広告を１枠（Ａ４・１／４（天地 65mm、左右 180mm））とすることができる。 



（募集期間）  

第５ 「住宅だより」紙面中に掲載する広告の募集期間は、令和８年３月１３日から令和８年 

４月３日までとする。 

 

（申込み）  

第６ 「住宅だより」紙面中への広告掲載の申込みを行おうとする者は、第５に規定する募集期

間中、「住宅だより」広告掲載申込書（「住宅だより」広告募集要領 様式第１号）に掲載し

たい広告デザインを記載した書面を添えて、下記あて郵送または電子メールにより申し込むも

のとする。ただし、電子メールにより申し込む場合にあっては、ＰＤＦファイル形式にしたも

のに限る。 

なお、第４ただし書きの適用を希望する場合は、広告デザインは、１枠分と２枠分の両方のデ

ザインを提出すること。 

申込み先 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号  

名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課  

E-mail  a2951@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp  

 

（選定方法）  

第７ 「住宅だより」紙面中への掲載広告は、局要綱第４条第１項の規定に基づき、住宅都市局

広告審査会の承認を得た上で、決定する。  

ただし、広告掲載料となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、抽選により決定す

るものとする。  

抽選の方法は、広告審査会内において、住宅都市局契約担当係長の立ち合いの下、審査委員長

がくじを引いて決定するものとする。  

２ 第４ただし書きの適用により、２枠つなげての掲載となった場合は、広告掲載料は入札額に

２を乗じた額とする。 

 

（広告掲載料の納入）  

第８ 住宅管理課は、第７により「住宅だより」紙面中に掲載する広告として決定を受けた者（以

下「広告掲載者」という。）へ、広告掲載料の納入を通知するものとする。  

２ 広告掲載者は、前項により納入通知を受けたときは、令和８年５月８日までに一括前納する

ものとする。  

 

（掲載原稿の作成・提出）  

第９ 広告掲載者は、「住宅だより」に掲載する広告原稿を作成し、電子データにより、令和８

年５月８日までに住宅管理課あて提出するものとする。  

 

（その他）  

第１０ この要領に定めがない事項については、名古屋市住宅都市局長が別に定める。  

 

附 則  

この要領は、令和８年３月１３日より施行し、令和８年６月３０日に失効する。 

mailto:a2951@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp


（様式第１号） 

 

令和  年  月  日 

 

「住宅だより」広告掲載申込書 

 

（宛先）  

名古屋市住宅都市局長  

 

（申込者）  

住  所  

名 称 及 び 

代表者氏名 
 

業  種  

（担当者）  

部 署 名  

氏  名  

電話番号  

E-mail  

 

広告媒体「住宅だより」に広告を掲載したいので、「住宅だより」広告募集要領第６の規定に

基づき、関係書類を添えて下記のとおり申し込みます。  

なお、広告掲載申込みにあたり、名古屋市広告掲載要綱、住宅都市局広告掲載要綱及び住宅都

市局広告掲載基準の規定を順守することに同意します。  

 

記 

 

掲載希望額 

（1 枠分） 
￥             （税込み） 

「住宅だより」広告募集要領

第４ただし書きの適用 
希望する   ・   希望しない 

掲載する広告内容  

 


